
 

大崎市立東大崎小学校 学校だより 第６号         ２０２２年８月２２日 

青 葉 の 子 
しっかり寝ル きちんと食べル よく遊ブ で健やかに伸びル 
 第１学期後半のスタートです！ 

今年も猛暑が続く厳しい夏となりました。一方で，お盆過ぎからはようやく

朝夕も涼しくなり，季節は確実に秋に向かっていることを感じます。 

３０日間と例年よりは少し短い夏休みではありましたが，今日から１学期後

半が始まり，子供たちの元気な姿が教室に戻ってきました。学級では久しぶり

の友達との再会に，話を弾ませている子供たちの姿が多く見られました。 

１学期後半は，修学旅行や遠足など，大きな行事が計画されています。また，

統合に向けた児童の合同学習も行われます。７月の教育相談での話合いを生かし，一人一人が学

習面，生活面で成長することができるよう全職員で指導，支援をして参ります。 

地域の皆様，保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

２０日（土）はお忙しい中，早朝よりご協力いただきあ

りがとうございました。高温多湿のために校庭や花壇に

雑草が生えていました。保護者の皆様のご協力のお陰で，

気持ちの良い環境で教育活動を再開することができま

す。計画・準備を進めていただいた本部役員・健全育成部

の皆様にも改めて感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢と志をもち 心豊かで 

主体的に学ぶ 児童の育成 

 
宮城県による「みやぎＢＡ．５対策強化宣言」が要請されたことに伴い,学校の教育 

活動を次の点に留意して進めていきます。 

 

１ 大崎市の「感染状況」が「レベル２」となります。 

・本人や同居の家族に発熱，せき，のどの痛み等の風邪症状が見られる場合や，濃厚接触 

者等となり，かつＰＣＲ検査を受検する場合には，登校をしないようにお願いします。 

 ・同居の家族が濃厚接触者等の場合は，念のため登校を控えていただくようお願いします。 

 ・修学旅行や遠足等を控えていることもあり，毎朝の検温と「健康観察カード」への記入 

を引き続きお願いします。 

 

２ 学校では・・・ 

・「換気」の徹底に努めます。なお，熱中症リスクが高まる場合は，登下校や外遊び，体 

 育などで，暑さに配慮したマスクの着用を指導します。 



 ８月２２日（月） 全校集会，短縮４校時限（給食なし） 

２５日（木） 委員会活動  

２６日（金） ６年水生生物調査（江合川） 

３０日（火） スクールカウンセラー来校 

３１日（水） １年西中ラーニング（高倉小） 

９月 ２日（金） ５，６年情報モラル教室 

   ５日（月） ３年校外学習（トラスト岩出山） 

   ６日（火） ５年校外学習（トヨタ東日本） 

７日（水） ６年西中ラーニング（古西中） 

８日（木） １，３，５年読み聞かせ，代表委員会，第４回閉校準備委員会 

   １３日（火） ４年校外学習（プラネタリウム），スクールカウンセラー来校 

  １５日（木） クラブ活動 

  １９日（月） 敬老の日 

  ２０日（火），２１日（水） ６年修学旅行 

  ２２日（木） １～４年遠足，全校弁当の日 

  ２３日（金） 秋分の日 

   ２７日（火） ５，６年サッカーキャラバン 

スクールカウンセラー来校 

  ２８日（水） 児童朝会（放送） 

２９日（木） 委員会活動 

 

貴重なご意見をありがとうございました 

「 す こ や か 青 葉 っ 子 委 員 会 」 
地区振興協議会会長 千田清憲様，民生児童委員会会長 上野和彦様，地区防犯協会事務長 佐々

木弘明様，その他地域の方１２名及び本部役員の方２名に参加していただき，７月２９日（金）

に実施しました。地域の皆様からは，次のような内容が話題として挙がりました。 

① 防犯について【地区防犯協会より】 

 ・いじめ対応はもちろんだが，家庭内における虐待，体罰，暴力等も見落とさないでほしい。 

 ・夏休みのパトロールを２，３回実施しているがここ１０年子供の姿を見かけない。 

  →外で遊んでいない。心情面で寂しい一方，事故の可能性のある子供はいないという現状。 

② 交通安全について【市交通安全協会東大崎支部より】      

 ・古川地区は「毎月１５日は交通安全の日」として，新田上宿交差点で街頭指導を行っている。 

 ・毎月１０日は横断歩道に立ち，安全な横断に取り組んでいるがまだまだ向上の余地がある。 

 ・交通事故日報から・・・ 

人身事故８４件（昨年よりマイナス４８件）。人身事故死者１件（昨年と同数）。 

物損事故は昨年より８８件も増えており，たまたま人身事故につながっていないということ。 

 ・７月２１日～８月２０日「夏の交通事故防止運動」 

・９月２１日～３０日「秋の交通安全県民総ぐるみ運動」 

 ・気温の高い日が続き，集中力・注意力に欠けてしまうので，運転手は，ドライブ，旅行等の行 

程に余裕をもち休憩を取るなど安全運転の励行をお願いしたい。 

 ・交通指導隊の方々と学習しているように，「自転車も交通ルールがある」ということを子供 

たちに改めて伝えてほしい。 

いただいた貴重なご意見を参考にしながら，日頃の指導に生かしていきたいと思います。 

地域で心配な箇所や不審者等気になる情報がありましたら，学校（教頭）【２６－３５３３】

までお知らせください。 


